
 

 

令和３年９月 23 日 

広 域 防 災 局 

 

 

関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

（第 23 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

 

【議事】 

 

 ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況について 

 

 

 ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について 

 

 

・ 国への緊急提言（案）について 

 

 

・ 府県市民向け宣言（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資 料］ 

 別添１-１ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 

 別添１-２ 各府県の対処方針に基づく主な措置内容 

 別添１-３ 府県市民向けメッセージの広報状況 

 別添２   新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等 

別添３   全国知事会緊急提言等 

別添４   国への緊急提言（案） 

別添５   府県市民向け宣言（案） 
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関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 
 

１．関西圏域におけるステージ判断指標の状況 

※1 入院率は、人口10 万人あたりの療養者数が 10 人以上の場合に適用。 ※2 奈良県の確保病床使用率は運用病床数で算出。 

〈政府分科会 ステージ判断基準〉 
 

 

  
（参考①）医療逼迫に関する指標（R3.9.8 政府分科会「緊急事態措置解除の考え方」） 

府県 

新型コロナウイルス感染症医療の負荷 一般医療への負荷 

新規陽性者数 
病床使用率 

重症病床 
使用率 

入院率 重症者数 自宅療養者数及び療養等調整中の合計 救急搬送困難事案 

50％未満 50％未満 前週比 前週比 10 万人あたり 60 人 前週比 前週比 前週比 前々週比 

滋賀県 38.9% 9.6% 1.47 0.71 12.3 0.30 0.00（大津市） 0.60 0.32 

京都府 43.2% 32.0% 1.21 0.58 82.2 0.44 0.54（京都市） 0.50 0.32 

大阪府 54.4% 37.5% 1.32 0.77 71.1 0.54 
1.04（大阪市） 
1.15 （堺市） 

0.55 0.33 

兵庫県 48.3% 42.2% 1.32 0.82 37.5 0.52 0.83（神戸市） 0.54 0.38 

 
（参考②）過去の重症者用病床使用率                   連合委員会報告時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県※2 和歌山県 鳥取県 徳島県 関西計 

4/19 4.1% 28.9% 97.6% 69.8% 70.0% 33.3% 0.0% 24.0% 64.7% 

5/24 23.1% 50.0% 91.4% 77.4% 71.9% 26.9% 0.0% 4.0% 68.8% 

6/22 17.3% 17.4% 23.0% 21.3% 30.0% 11.5% 0.0% 0.0% 21.0% 

7/25 3.8% 2.6% 12.4% 10.2% 15.6% 0.0% 2.2% 0.0% 11.1% 

8/22 15.4% 52.3% 41.2% 42.2% 23.5% 3.8% 6.4% 4.0% 40.3% 

 

２．感染者の措置状況                               9 月 19 日 0:00 時点 
区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

全療養者 434 2,859 9,903 3,286 645 133 64 169 17,493 100.0 

内
訳 

入
院 

重症 5 16※3 203※4 60 13 3 0 2 302 1.7 
中等症・ 

軽症・無症状 134 290 1,626 596 223 130 37 86 3,122 17.9 

自宅療養 150 2,244 5,784 1,899 143 0 17 38 10,275 58.7 

宿泊療養 121 303 1,805 574 223 0 10 43 3,079 17.6 

調整中 24 6 485 157 43※5 0 0 0 715 4.1 
※3 京都府は重症者について独自に人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な方を計上。 
※4 大阪府における重症者の定義は、「重症病床における ICU 入室・人工呼吸器装着・ECMO 使用」のいずれかに該当する者 

（国定義における HCU 等入室者は含めない）。 
※5 奈良県は調整中に、入院・入所待機中の自宅療養者を含む。  

府県 
人口 

(千人) 

医療提供体制等の負荷 感染の状況 参考 

入院医療 重症者用病床 療養者数 
(対人口
10 万人) 

PCR 検査 
陽性率 

新規陽性者
数(対人口
10 万人) 

感染経路
不明者 
の割合 

直近１週間
とその前１
週間の比 

確保病床 
使用率 

入院率 
※1 

確保病床 
使用率 

滋賀県 1,414 38.9% 32.0% 9.6% 31.8 4.5% 19.2 26.6% 0.60 

京都府 2,583 43.2% 10.7% 32.0% 110.7 9.8% 37.6 47.0% 0.50 

大阪府 8,809 54.4% 18.5% 37.5% 112.3 5.2% 57.8 58.5% 0.55 

兵庫県 5,466 48.3% 20.0% 42.2% 60.1 10.9% 41.6 47.2% 0.54 

奈良県 1,330 50.4%※2 36.6% 38.2%※2 48.5 11.4% 32.1 36.8% 0.53 

和歌山県 925 22.0% 100.0% 11.5% 11.4 9.7% 11.1 32.0% 0.48 

鳥取県 556 12.2% 57.8% 12.8% 11.5 1.3% 7.7 13.6% 0.35 

徳島県 728 37.6% 42.5% 8.0% 28.4 3.3% 12.1 30.7% 0.40 

関西計 21,811 46.3% 19.6% 34.8% 80.5 6.3% 42.5 52.1% 0.54 

ステージⅢ(感染急増) 20%以上 40％以下 20%以上 20 人以上 ５%以上 15 人以上 50％以上 

ステージⅣ(感染爆発) 50%以上 25％以下 50%以上 30 人以上 10%以上 25 人以上 50％以上 

別添１－１ 

９月 19 日 0:00 時点 

９月 19 日 0:00 時点 
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３．直近の感染者数（公表日ベース） 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計  

4/25(日) 22 150 1,050 472 90 23 3 44 1,854 緊急事態宣言（京都・大阪・兵庫） 

5/12(水) 53 148 851 381 69 25 1 20 1,548 宣言延長 

6/1(火) 29 32 201 112 23 3 1 0 401 宣言再延長 

6/21(月) 1 1 42 14 5 0 0 2 65 まん防へ移行 

7/12(月) 5 20 105 17 9 2 0 0 158 まん防延長（大阪） 

8/2(月) 55 120 448 165 35 40 14 11 888 緊急事態宣言（大阪） 

8/20(金) 210 548 2,586 903 190 90 22 28 4,577 緊急事態宣言（京都・大阪） 

9/13(月) 32 99 452 191 41 9 2 13 839 宣言延長 

9/17(金) 51 121 735 266 54 25 4 16 1,272  

9/18(土) 30 108 666 304 39 7 3 9 1,166  

9/19(日) 22 73 467 187 22 10 0 7 788  

9/20(月) 12 47 268 117 22 7 1 9 483  

 

４．感染経路（令和3年4月1日以降）                              9月19日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 88 377 34 515 312 2 145 289 1,762 0.7 

家族 2,893 6,583 23,734 16,895 2,832 29 465 664 54,095 21.7 

医療施設 53 
439 

1,303 603 160 0 3 178 2,739 1.1 

社会福祉施設 237 2,517 1,845 323 1 54 40 5,017 2.0 

学校 140 672 883 1,410 214 2 49 245 3,615 1.5 

職場（上記以外） 1,078 1,377 1,196 3,194 651 13 159 185 7,853 3.1 

濃厚接触者等（上記以外） 1,484 1,823 23,817 2,870 1,003 23 177 474 31,671 12.7 

感染経路不明(調査中含む) 3,282 14,091 90,356 28,155 6,094 33 319 577 142,907 57.2 

合計 9,255 25,362 143,840 55,487 11,589 103 1,371 2,652 249,659 100.0 

 

５．第４波と第５波の新規感染者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

(人) 

ボトム前後日数 

１週間移動平均 

第３波後ボトム（3/2） 

第４波後ボトム（6/24） 

第５波ピーク 4499.9 人 

（8/28 ボトム後65日目）」 

第４波(6/24) 

第４波ピーク 1991.7 人 

（4/29 ボトム後 57 日目） 

（報道資料を基に作成） 
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（構成府県の公表資料より集計） 

（構成府県の公表資料より集計） 
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（参考１）関西圏域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移 

（R3.1.13～、１週間移動平均） 
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各府県の対処方針に基づく主な措置内容（９月 19 日時点） 

 

区分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 

外出自粛等 

・不要不急の外出・移動
自粛の徹底（特に 20
時以降は徹底） 

・極力家族や普段行動
を共にしている仲間
と少人数で、混雑し
ている場所や時間を
避けて行動 

・営業時間の短縮を要
請している時間以降
や休業要請又は営業
時間の短縮要請に応
じていない、飲食店
等の利用を厳に控える 

・混雑した場所等への外出を半減 
・不要不急の外出・移動の自粛 
・不要不急の帰省や旅行など都

道府県間の移動や感染が拡
大している地域への不要不
急の移動は極力控える 

・要請に応じていない飲食店等
の利用を厳に控える 

・路上等における集団飲
酒等、感染リスクが高い
行動は行わない 

・不要不急の外出の 
 自粛。混雑した場 
 所への外出は半減 
 すること 
・重症化ﾘｽｸが高い 
40・50 代は特に感 
染防止対策を徹底 
すること 

・要請に応じず酒類
やｶﾗｵｹを提供して
いる飲食店等の利
用を厳に控える 

・不要不急の外出の自粛 
・不要不急の都道府
県間の移動の自粛 

・混雑した場所等への 
外出の半減を要請 

・路上、公園等にお
ける集団での飲酒
など、感染リスク
の高い行動の自粛 

・不要不急の大阪と
の往来を避ける 

・県内で家族と過ごす 
・緊急事態宣言適用区域 

など、感染が拡大して 
いる地域からの不要 
不急の来県の自粛 

・混雑した場所への
外出を極力控える 

・感染対策が徹底されてい
ない飲食店等の
利用を厳に控える 

・不要不急の外出を控える 
・緊急事態措置区域
等への不要不急の
外出を控えるとと
もに、やむを得ず 
外出する場合でも
会食等はしない 

・帰省はできるだけ
控えて、やむを得
ず帰省する場合
は、家族以外との
会食を控える 

・通院、通勤、生活必
需品の買い出しな
ど必要なものを除
き、不要不急の外
出を控える 

・県境をまたぐ移動
はできるだけ控える 

・都道府県をまたぐ
移動は一層慎重に 

・緊急事態措置区域・
まん延防止等重点
措置区域等への移
動は原則中止・延期
を 

・感染対策が徹底さ
れていない飲食店
等の利用を厳に控
える 

イベントの開催制限 
・国の基準に準ずる 
・21 時までの営業時間短縮を要請 

・国の基準に準ずる
県や市町村主催イ
ベントについて
は、県と市町村が
協議して対処 

・国の基準に準ずる 

・国の基準に準ずる 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを遵守し

て感染防止対策を
徹底 

・国の基準に準ずる 

施
設
の
使
用
制
限 

飲食店 等 

・酒類(持込含む)及び 
カラオケ設備の提供 

［する場合］ 
施設の休止 

［しない場合］ 
営業時間短縮 

（20 時まで） 

・マスク着用その他の
感染防止に関する措
置を入場者に対して
周知 

・同左 

 

 

 

 

 

 

・正当な理由がなくマスク 
の着用等感染防止に関する 
措置を講じない者 
入場禁止（退場を含む） 

・同左 

 

 

 

 

 

 

・マスク会食実施の周知 
及び正当な理由なく
応じない利用者の
入場禁止(退場を含む) 

・同左 

 

 

 

 

 

 

・会話時のマスク着
用の徹底、着用を
促しても応じない
場合は退店を要請 

・換気・マスク着用・
飛沫防止措置をお
願い 

・第三者認証制度の
推進 

・各事業所で感染拡
大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを
遵守 

・多くの人が集まる
イベントは、感染
防止対策を徹底 

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
遵守を徹底した上
で、感染予防対策
を十分に実施 

・営業時間短縮は 20 時まで 
・酒類提供は 19 時まで 
・カラオケ設備の利用 

を控える(働きかけ) 
・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
遵守 

飲食店以外 
の施設 
・商業施設 
・サービス業 
     等 

・１,000 ㎡超の施設は 20 時までの営業時間短縮を要請 
（1,000 ㎡以下の施設には働きかけ） 
・入場者の整理等 

・公立施設は県と市
町村が協議して実
施 

・商業施設の自己認
証制度の創設 

・感染防止措置をお
願い 

・業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
遵守 

・県有施設、市町村の
施設も時短 20 時まで 

学校、大学等 

[大学等] 
・クラスター発生のリスクが 

ある活動、多人数が接触する活動 
及び前後の会食の自粛を徹底 

・旅行・帰省や友人宅での 
飲み会の自粛を徹底 

［小・中・高等学校］ 
・修学旅行は期間発令中 

に出発する旅行は延期 
・部活動は実施しない 
・学園祭・体育祭は準備行為 

を含め、延期または中止 

[大学等] 
・オンライン授業の

活用。入構する学生 
を 50％以下に抑える 

・課外活動における許可制の導入、 
他府県への遠征の中止・延期、  
遠征時の PCR 検査の受検 

・授業、課外活動前後の会食等の自粛 
・感染リスクの高い行動禁止の徹底  
 [中･高等学校等] 
・時差登校等の実施 
・部活動の原則、校内、2 時間以内、宿泊禁止、

感染防止対策徹底による実施 

[大学等] 
・クラスター発生のリスクが 

ある活動、多人数が接触する活動 
及び前後の会食の自粛を徹底 

・旅行や、自宅･友人宅での 
飲み会の自粛を徹底 

［小・中・高等学校］ 
・修学旅行等の原則延期 
・感染リスクの高い
活動は実施せず、
部活動は原則休止 

・修学旅行等は原則延期 

［大学等］ 
・県外での活動は、
原則行わない 

・オンラインの積極
的な活用 

［小・中・高等学校］ 
・感染防止対策の徹
底(不織布ﾏｽｸ着用
を強く奨励など) 

・修学旅行の延期 
・部活動は校内に限定 

・学校の部活動・教
育実習等の制限・
自粛を要請 

・学校・教育現場で
の感染予防対策の
徹底 

（県立学校では分散
登校とｵﾝﾗｲﾝ授業
を 9/20 まで実施） 

・部活動はｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
に沿って実施し、
練習試合は控える 

・家族に発熱等の症
状があれば、部活
動の参加は控える 

・部活動は対策を十
分講じて実施 

・県外の学校との練
習試合等は当面の
間中止 

・公式大会は慎重に判断 
・県内の学校との練

習試合等は、ガイ
ドラインに基づき
活動時間を制限の
上で実施（ただし、
合宿は不可） 

・公式戦を除き、合宿 
や練習試合を禁止 

・「県内の部活動」に
ついて、1週間を目
途として一旦、活動
を停止し、感染対策
の総点検を実施 

・公式大会の出場に
あたっては，事前及
び事後の PCR 検査
を実施 

出勤抑制 

・ﾃﾚﾜｰｸ・時差出勤の徹
底（出勤者数の 7割
削減を目指す） 

・20 時以降の勤務抑制 

・ﾃﾚﾜｰｸ等による出勤者数
の７割削減を推進 

・時差出勤等、人との接触
低減の取組の推進 

・20 時以降の勤務抑制 

・ﾃﾚﾜｰｸ等による出勤
者数の７割減及び
実施状況の公表 

・時差出勤等、人との
接触低減の取組み
を強力に推進 

・ﾃﾚﾜｰｸ等による出
勤者数の７割削
減、実施状況の公
表を要請 

・在宅勤務の活用、
残業抑制、時差出
勤等の推進 

・県外への通勤・通
学は直行直帰し、
会食は控える 

・在宅勤務を積極的
に活用する 

・ﾃﾚﾜｰｸや時差出勤・
交代勤務の促進 

・ﾃﾚﾜｰｸの推進 
・出勤や出張は必要
最小限 
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府県市民向けメッセージの広報状況 

 

 第５波の感染拡大を早期に食い止めるため、８月 26 日開催の対策本部会議に

おいて発出した府県市民向けメッセージ「関西コロナ緊急事態！感染対策徹底宣

言」を構成団体と連携し、以下のとおり一層の周知を図った。 

 

区  分 広 報 媒 体 協力事業者等 開 始 日 

関西広域連合 

高速道路ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱに宣言を簡

素化したﾁﾗｼ・ﾎﾟｽﾀｰ（別紙参照）

を配布、道路情報電光掲示板 

西日本高速道路(株） 

9/8(水)～ 
本州四国 

連絡高速道路(株) 

阪神高速道路(株) 

携帯充電ﾎﾟｰﾄ｢ChargeSPOT｣ﾋﾞｼﾞ

ｮﾝ（神戸市役所及び区役所、図書

館、地下鉄駅、郵便局等） 

神戸市 9/7(火)～ 

関西広域連合公式 SNS（Facebook） 8/26(木)～ 

構成団体 

防災ｱﾌﾟﾘや SNS 等での府県市民向けﾒｯｾｰｼﾞの配信 

8/26(木)～ 構成団体の関係事業者（道路公社、集客施設等）におい

て、府県市民向けﾒｯｾｰｼﾞを広く周知 

 

 

(参考)関西４府県(滋賀､京都､大阪､兵庫)知事による緊急共同メッセージ動画の発信 

区  分 広 報 媒 体 開 始 日 

滋賀県 
県 SNS（YouTube、Facebook、twitter） 8/27(金)～ 

JR 西日本(車内モニター、駅構内デジタルサイネージ) 8/28(土)～ 

京都府 府 SNS（YouTube、Facebook、twitter、LINE） 8/27(金)～ 

大阪府 

府 SNS（YouTube、Facebook、twitter、LINE） 8/27(金)～ 

大型ビジョン（大阪ステーションシティ、梅田コー

ワビジョン、エディオンなんば本店、電鉄系デジタ

ルサイネージ） 

8/30(月)～ 

J:COM チャンネル 9/1(水)～ 

兵庫県 

県 SNS（YouTube、twitter）、 8/27(金)～ 

大型ビジョン（ミント神戸、神戸国際会館､三宮セン

ター街） 
8/28(土)～ 
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1 

 
 

第５波収束を見据えた実効性ある対策に関する緊急提言 

 

 

関西圏では、滋賀県、京都府、大阪府及び兵庫県が緊急事態措置を実施すべき区域とさ

れており、関西広域連合としても、12府県市が一体となって、感染拡大の防止、医療提供

体制の確保、ワクチン接種の推進など住民の生命と安全を守るために総力を挙げて取り組

んでいるところである。 

現在、新規感染者数は減少傾向にあり、病床使用率など医療提供体制のひっ迫状況も改

善が見られ、ワクチン接種についても、２回接種完了者の割合が５割を超えるなど接種が

進んでいる。 

第５波の収束を見据え、これまでの爆発的な感染拡大や医療体制のひっ迫を繰り返さず、

感染対策と日常生活を両立する社会に向けた、実効性ある対策を強力に推進することが必

要不可欠である。 

ついては、政府におかれても、下記の項目について速やかに対処されるよう提言する。 

 

記 

 

１ 出口戦略の具体化への対応 

  「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方」が示されたが、ワク

チン接種の進捗状況を踏まえた具体的なロードマップを早期に検討し示すこと。その際、

地方自治体と十分に協議する場をつくること。今後進められる技術実証については自治

体や事業者の経費負担が発生しないよう行うこと。 

なお、出口戦略の発表が住民行動の緩みを招き感染拡大に繋がらないよう、適用時期・

地域や発表時期・発信方法について十分留意すること。 

また、ワクチン接種歴や検査結果を活用した「ワクチン・検査パッケージ」について

は、今後の事態改善に向けた手段の一つとなるよう、迅速かつ精力的に内容を検討する

こと。制度設計にあたっては、①ワクチン接種できない方への PCR 検査等の受検や検査

結果証明書に係る個人負担への支援、②ワクチン接種証明等のデジタル化、③自治体の

負担とならない仕組み、④個人の人権にも十分配慮した取扱いなどに留意すること。実

施にあたっては、あらかじめ適用場面・適用期間を明示すること。 

加えて、「ワクチン・検査パッケージ」等の活用による行動制限の縮小・見直しについ

ては、出口戦略は人流だけの問題ではないため、感染拡大防止策の根幹である積極的疫

学調査と入院・治療の徹底を堅持する体制を構築することを並行して強力に議論を進め

ること。 
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２ ワクチン接種の促進に向けた対応 

  ワクチン接種を希望する方の接種完了を早期に実現するため、特に若年層に対してワ

クチンに関する専門的知見に基づく正確な情報を分かりやすく継続的に発信するととも

に、ワクチンの円滑な供給や情報共有などの環境整備を進め、地方自治体が実施するワ

クチン接種が円滑に進むよう国として万全を期すこと。 

  あわせて、「追加接種」や「交互接種」について検討を進め、接種の進め方やスケジュ

ール等の詳細を提示すること。追加接種については、適切な接種体制の構築など地方自

治体の負担に十分配慮した検討を行うこと。 

  また、ワクチンの流通については、自治体が個別接種を行う診療所等への配送を直接

担っているところであるが、今後もワクチン接種を継続していくことを見据え、医薬品

卸業者による低温での流通体制を構築すること。 

 

３ 感染者の重症化防止への対応 

  中和抗体カクテル療法に使用する治療薬の供給を飛躍的に拡大し、緊急事態措置区域

等に限らず全国の医療機関等へあらかじめ配布・備蓄するとともに、診療所や往診等で

の活用や宿泊療養施設での柔軟な運用など、地域の実情に応じて迅速に活用できるよう

にすること。 

  また、自宅療養者の重症化を防止するため、医療・看護関係者や保健所による往診・

家庭訪問等への体制の強化、病状悪化時に確実に酸素投与等に繋がる施設の整備、機器

や人材の確保など、十分な支援を行うこと。 

  今後とも、効果のある治療方法について医療機関が活用できる環境を整備するととも

に、医療人材の確保・育成を図ること。 

 

４ 感染拡大に備えた措置の強化 

感染防止対策の徹底や今後の感染拡大へ備えるため、現行の新型インフルエンザ等対

策特別措置法においても施設の使用制限等の幅広い措置が可能であることから、感染拡

大の要因を十分分析した上で地域の実情に応じた対策を行うことができるよう基本的対

処方針を変更するなど、地方分権改革の理念に基づいた特措法の運用を行い、緊急事態

措置等の実効性を一層高めるとともに、このような措置を各府県知事の判断で柔軟に講

じることができるようにすること。 

特に爆発的な感染拡大時にいわゆる「ロックダウン」のようなエリア限定・期間限定

の強い措置による徹底した人流抑制策等が可能となるよう、特措法の改正も含めた必要

な法整備等を早急に検討すること。 

また、現行特措法下でも可能な幅広い制限とこれを可能とする国の財源措置について、

例えば、ロードプライシングなどあらゆる思い切った措置も含め、速やかに検討すること。 

なお、感染拡大防止策の根幹である積極的疫学調査と入院・治療の徹底を引き続き堅

持する体制を構築するとともに、対応が遅れている地域については国の責務において、

医療従事者の確保など、支援をすること。 
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５ コロナ対策を一元的に担う組織の創設検討 

今般の新型コロナウイルス感染症の大流行の教訓・課題を踏まえ、感染防疫を一元的、

主導的に担う組織の創設などを検討すること。 

 

６ 必要な財源の確保 

上記の新たな措置を含め、コロナ対策に取り組む地方自治体に過度な財政負担が生じ

ないよう、地方創生臨時交付金の更なる増額、包括支援交付金及びワクチン接種に係る

国庫補助金・負担金の確実な確保など、国の責任において全面的に財政措置を講じるこ

と。 

 

７ 今後の感染拡大局面に向けた分析・検証 

  デルタ株への置き換わり等による急激な第５波の到来、その後の急激な感染者数の減

少など、その経過・原因等については十分な検証が必要である。 

今後必ず到来する第６波に備えるためにも、国において、今回の第５波の分析・検証

を早期に進めること。関西広域連合としても地域の知見を集めて分析を行っていくため、 

 十分に議論に応じていただきたい。 

 

令和３年９月23日 

      関西広域連合 

広域連合長   仁坂 吉伸（和歌山県知事） 

副広域連合長  西脇  隆俊（京都府知事）  

委 員     三日月大造（滋賀県知事） 

委 員     吉村  洋文（大阪府知事） 

委 員     齋藤 元彦（兵庫県知事） 

委 員     荒井  正吾（奈良県知事） 

委 員     平井  伸治（鳥取県知事） 

委 員     飯泉  嘉門（徳島県知事） 

委 員     門川  大作（京都市長） 

委 員     松井  一郎（大阪市長） 

委 員     永藤  英機（堺市長） 

委 員     久元  喜造（神戸市長） 



関西・第５波収束徹底宣言！
～大切な人のために責任ある行動を～

関西圏では、感染者数は減少に転じたものの、引き続き、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県へ緊急事態
宣言が発出されています。９月末の宣言期限が目前となるなど、まさに正念場を迎えています。感染を収
束させ、大切な人を守るためにも、府県市民一人一人の責任ある行動の徹底をお願いします。

○生活・企業活動を維持する場合を除き、原則、府県境を越えた往来をやめてください。
○宣言発令地域では、特に混雑した場所等への外出を極力やめてください。
○友人等との会食や宅飲み、路上･公園での飲酒などは絶対にしないでください。
○時短要請時間外に営業している飲食店等や感染対策(アクリル板の設置又は座席間隔１ｍ以上の確保など)
が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。

○イベント等の開催シーズンです。特に宣言発令地域では、多数の方が利用する集客施設は、酒類提供を
控えるほか、入場整理や基本的な対策を徹底してください。

○職場や学校､幼稚園･保育園でのクラスター､家庭での感染が多く発生しています｡正しいマスクの着用(不織
布ﾏｽｸを奨励)､手洗いや手指消毒､換気など､ウイルスを持ち込まない･拡げない対策を徹底してください。

○「居場所の切り替わり」(食堂､休憩室､更衣室､喫煙室､部室･サークル室､移動時の車内等)では特に注意し、
マスクの着用、換気、共用部の消毒など感染対策を徹底してください。

○発熱、せきなど少しでも体調が悪い場合は、出勤･通学･通園をやめ、すぐに医療機関に電話のうえ受診し
てください。企業・学校等においても休みやすい環境整備に努めてください。

リスクの高い行動の回避

クラスター対策の徹底

○ワクチン接種率の低い若い世代で感染者が増加しています。副反応等の誤った情報には惑わされず、
正しい情報のもと、積極的な接種への参加をお願いします。

○接種後も正しいマスクの着用、換気、手指消毒、３密の回避など基本的な感染対策を徹底してください。

ワクチン接種への積極的な参加

令和３年９月23日


